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高知県建設工事成績評定要綱 
 

 

 

 

（目 的） 

第 1 条  この要綱は、高知県建設工事検査規程（昭和 42 年高知県訓令第３号。以下｢検査規定」という。）

第１３条の規定に基づき、工事の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、公共工事の品

質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって建設業者の適正な選定及び指導育成に資す

ることを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第 2 条 評定は、1 件の当初請負金額が 500万円以上の請負工事について行うものとする。 

（ただし、建築課・営繕課・住宅課が監督するものは除く） 

 

（評定者） 

第 3 条  工事成績の評定者（以下「評定者」という。）は、検査規程第 4条の規定により検査を命じられた

検査員並びに当該工事を担当する監督職員（総括監督員、専任監督員、主任監督員、工事監督員）とし、

下表の区分とする。 

 

  完 成 検 査 評 定 対 象 者 

１）第一次評定者 工事監督員・主任監督員 

２）第二次評定者 総括監督員 

（もしくは専任監督員） 

３）最終評定者  検査職員 

 

（現場の実態把握） 

第 4 条  工事成績の評定を行う立場にあるものは、努めて現場の巡視を行い粗漏な工事の防止、工事安全

の確保、工事促進等に適切な指導と助言を行うとともに、工事成績の評定資料となる諸要素の把握に努

めなければならない。 

 

（評定の方法） 

第 5 条  評定は、監督または検査により確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確か

つ公正に行うものとする。 

２ 工事成績の評定は、別に定める「工事成績採点の考査項目別運用表」により行うものとする。 

３ 評定の結果は、別記様式１「工事成績評定表」(以下｢評定表｣という。)に記録するものとする。 

４ 細目別評価点は、別記様式２「細目別評価点表」に記録するものとする。 

 

（評定の時期） 

第６条 検査職員である評定者は完成検査（債務工事の最終出来高検査と部分引渡検査を除く）の終了後

に、監督職員である評定者は工事が完成したときに、それぞれ評定を行うものとする。 

平成17年３月３日制定 

土木部長 
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２ 監督職員は、検査が実施されるまでに、検査職員が行うものを除く評価を取りまとめのうえ評定表を

検査職員に提出するものとする。 

３ 検査職員は、監督職員から提出された評定表に、工事の評定を加えて評定点の合計を記入するものと

する。 

 

（評定の報告） 

第７条 最終評定者は、評定表において極端な点数が認められた場合は、建設検査長に報告しなければな

らない。 

２ 報告を受けた建設検査長は、評定内容を確認するため対象工事監督所属長（以下、所属長）及び建設

検査長が認める者において、評定の内容を確認しなければならない。 

３ 報告された評定表は、評定の内容を確認した後に検査命令権者に提出することとする。 

  

（評定表等の提出） 

第８条 検査職員は、評定を行ったときは、評定表等を検査調書に付し、検査命令権者に提出するものと

する。 

  

（評定結果の通知） 

第９条 検査命令権者は、評定者から評定表等の提出があったときは、速やかに、当該工事の受注者に対

して、別記様式３により通知するものとする。 

 

（評定の修正等） 

第 10 条 検査命令権者は、第９条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、

修正しなければならない。 

２ 検査命令権者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を当該工事の受注者に通知するも

のとする。 

 

（説明請求等） 

第11条 第９条または第10条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）

以内に、別記様式４により対象工事監督所属長 （以下所属長）に対して評定の内容について説明を求

めることができる。 

２ 所属長は、前項による説明を求められたときは、別記様式５により回答するものとする。 

 

（再説明請求等） 

第12条 第11条第2項の回答を受理した者で当該回答に不服がある者は、回答を受けた日から起算して14日

（「休日」を含む）以内に、書面(別記様式４準用)により、所属長に対して再説明を求めることができる。 

２ 所属長は、前項による再説明を求められたときは、検査規程第12条第2項の「検査処置検討会議」の審

議を経て書面(別記様式５準用)により回答するものとする。 

 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、工事成績評定に関し別途細目を定めることができる。 
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附則 

１ この要綱は、平成17年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

２ この要綱は、平成20年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

３ この要綱は、平成23年７月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。ただし、第10条は、 

遡って適用できるものとする。 
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